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インフルエンザにかかった場合、学校保健法にのっとり、一定の間、登園・登校できません。 

 

『発症後 5 日を経過し、かつ、 

解熱後 2 日（幼児は 3 日）を経過するまで』 
 

例えば、12 月 1 日の夜から熱が出た場合、登園・登校できるのは、早くても 12 月 7 日からです（12

月 6 日では 5 日経過したことになりません）。ただし、解熱したのが 12 月 5 日であった場合は、学童は

12 月 8 日から、幼児は 12 月 9 からになります。ご不明な点は、医師、看護師にお尋ねください。  

       

 

 


